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日 時：令和７年７月 14日（月）15：30～ 

会場名：沖縄県教職員共済会館 八汐荘 



報告事項１ 

第 88 回国民スポーツ大会・第 33 回全国障害者スポーツ大会開催準備経過 

 

期  日 内    容 

令和５年１月 19 日 （公財）沖縄県スポーツ協会が、大会招致要望書及び陳

情を沖縄県議会へ提出 

 

令和５年３月 30 日 県議会が「第 88 回国民スポーツ大会及び第 33 回全国

障害者スポーツ大会の招致に関する決議」を全会一致

で可決 

 

令和５年５月 25 日 県、（公財）沖縄県スポーツ協会、県教育委員会が連名

で、開催要望書を（公財）日本スポーツ協会と文部科学

省に提出 

 

令和５年６月６日 （公財）日本スポーツ協会において、第 88 回国民スポ

ーツ大会の沖縄県開催が内々定される 

 

令和６年５月 30 日 沖縄県で開催する２巡目国スポ・全スポに関する懇話

会を設置、令和６年９月までに３回にわたり会議を開

催 

 

令和６年 10 月 18 日 沖縄県で開催する２巡目国スポ・全スポに関する懇話

会の提言書を宮城座長より知事に提出（池田副知事へ

手交） 

 

令和６年 11 月 13 日 沖縄県準備委員会設立総会・第 1 回総会及び第 1 回常

任委員会を開催 

 

令和７年２月５日 第１回総務企画委員会及び第１回競技運営委員会を開

催 

令和７年４月１日 沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課内に国ス

ポ・全スポ準備室を設置 
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報告事項２

2025.7.14

競技役員等の編成
及び養成

大会実施競技に関すること 競技運営に
関すること

競技用具の整備 リハーサル大会

付託事項：３ 付託事項：１、５ 付託事項：２、６ 付託事項：４ 付託事項：６

委任事項：２ 委任事項：４ 委任事項：１、５ 委任事項：３ 委任事項：６

2023年

開催11年前

2024年

開催10年前

2025年

開催９年前

2026年 競技用具調査（要検討）

開催８年前

2027年

開催７年前

2028年

開催６年前

九州ブロック大会

2029年

開催５年前

南部九州総体

2030年

開催４年前

2031年

開催３年前

2032年

開催２年前

2033年

開催１年前

2034年

開催年

競技運営委員会の主な審議事項とスケジュール

・競技役員等に
　　関する基礎調査

※「競技役員等」…主に競技会（試合等）運営に携わる役職である「競技会役員」、「審判員」、「運営員」及び「競技補助員」並
びに主に競技会場運営に携わる「競技会係員」及び「競技会補助員」

年度 開催手続き

競

技

役

員

等

の

養

成

内々定

決 定

内 定

中央競技団体

正規視察

開催申請書の

会場地総合視察

競技用具整備基本方針

競技運営基本方針

競技用具整備要項

審判員・要資格運営員養成計画

実施予定競技選択基本方針

国スポ「正式競技」決定

公開競技・デモスポ実施基本方針

国スポ「公開競技」決定

全スポ「個人・団体競技」

決定

国スポ「デモスポ」

全スポ「オープン競技」決定

リハ大会開

催基準要項

競技役員等編成

国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
の
融
合
や

相
互
連
携
の
取
組
の
検
討

国
ス
ポ
公
開
競
技
・
デ
モ
ス
ポ
実
施
競
技
の

検
討
・
選
定

全
ス
ポ
オ
ー
プ
ン
競
技
実
施
競
技
の検

討
・
選
定

競

技

用

具

の

整

備

国スポ・全スポリハーサル大会（プレ大会）

第88回国民スポーツ大会（本大会）・第33回全国障害者スポーツ大会

編成基本方針

養成基本方針

養成基本計画

競技運営に係る記録業務基本計画

競技運営に係る記録業務運営要綱
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審議事項１ 

第 88 回国民スポーツ大会・第 33 回全国障害者スポーツ大会 
審判員・要資格運営員養成計画（案）  

 
  

 
１ 趣旨  
   第 88 回国民スポーツ大会・第 33 回全国障害者スポーツ大会の各競技の円滑
な運営と本県及び地域スポーツの一層の普及・振興を目的に、審判員及び要資
格運営員の資格取得、資格維持及び資質向上を図るため、審判員・要資格運営
員養成計画を作成し、計画的かつ円滑に事業を推進する。  

  
 
２ 基本事項  

   下記に基づいて第 88 回国民スポーツ大会審判員・要資格運営員養成計画を 
作成する。  

（１）国民スポーツ大会各競技開催にあたる競技役員編成基準 
（公益財団法人日本スポーツ協会）  

（２）第 88 回国民スポーツ大会・第 33 回全国障害者スポーツ大会 
競技役員等編成基本方針  

（３）第 88 回国民スポーツ大会・第 33 回全国障害者スポーツ大会 
競技役員等養成基本方針  

（４）第 88 回国民スポーツ大会・第 33 回全国障害者スポーツ大会 
競技役員等養成基本計画  

（５）競技団体役員数の現状  

 
  
３ 養成目標数  

各競技団体が、現在及び今後の競技団体内の状況を調査・想定し、審判員及
び要資格運営員の養成目標数を設定・・・〈別表１〉  

 
  
４ 養成年次計画  
   各競技団体が養成年次計画を作成する。・・・〈別表２・３〉  
 
  
５ 養成方法  

   中央講習会等への派遣、県内講習会の開催等により養成する。  
 
  
６ その他  
   毎年各競技団体の養成状況を確認し、適宜計画を見直すこととする。 
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県内必要数
開催時従事
見込数 ※１ 不足数

審判員
①

要資格運営員

②
計③

(①＋②)
中央
④

近府県
⑤

計⑥
(④＋⑤)

⑦
 (③-⑥)

⑧ ⑨
(⑦-⑧)

1 448 299 10 309 19 1 20 289 178 111 144
競泳 168 74 20 94 11 7 18 76 33 43 56
飛込 63 14 49 63 13 20 33 30 0 30 39
水球 130 52 0 52 52 0 52 0 9 0 0
AS 68 14 0 14 13 1 14 0 1 0 0
OW 57 19 20 39 12 0 12 27 0 27 35

3 415 90 69 159 50 0 50 109 61 48 62

4 206 111 0 111 0 0 0 111 10 101 131

5 134 40 3 43 28 9 37 6 2 4 5

6 132 22 0 22 12 10 22 0 2 0 0

7 91 33 28 61 46 3 49 12 14 0 0
バレー 250 60 0 60 8 8 16 44 28 16 21
ビーチ 179 32 0 32 4 8 12 20 23 0 0
競技 211 0 0 0 0 0

新体操 159 0 0 0 0 0
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 77 0 0 0 0 0

10 313 96 0 96 37 18 55 41 37 4 5

11 146 30 0 30 28 0 28 2 2 0 0

12 227 20 21 41 25 2 27 14 2 12 16

13 145 36 0 36 2 24 26 10 14 0 0

14 175 36 24 60 30 0 30 30 2 28 36
トラック 85 15 29 44 14 0 14 30 16 14 18
ロード 118 0 0 0 0 0

16 152 96 1 97 1 14 15 82 288 0 0

17 155 39 0 39 1 0 1 38 39 0 0

18 259 80 0 80 4 10 14 66 282 0 0

19 130 0 0 0 0 0

20 200 34 6 40 31 9 40 0 0 0 0

21 102 0 0 0 0 0

22 125 40 0 40 12 12 24 16 16 0 0

23 320 94 77 171 10 78 88 83 0 83 108

24 317 210 0 210 10 30 40 170 127 43 56

25 148 0 0 0 0 0

26 154 37 33 70 31 17 48 22 12 10 13

27 128 0 27 27 27 0 27 0 0 0 0

28 137 55 12 67 11 28 39 28 12 16 21

29 112 21 14 35 5 18 23 12 5 7 9

30 110 20 20 40 20 20 40 0 3 0 0

31 91 42 8 50 4 25 29 21 6 15 20

32 175 0 0 0 0 0

33 88 16 0 16 16 0 16 0 1 0 0

34 101 11 0 11 9 2 11 0 0 0 0

35 138 21 0 21 14 7 21 0 0 0 0

36 127 25 0 25 1 0 1 24 9 15 20

37 158 1 6 7 6 0 6 1 2 0 0

38 230 105 3 108 9 51 60 48 37 11 14

39 127 39 0 39 0 0 0 39 39 0 0

7,781 2,079 480 2,559 626 432 1,058 1,501 1,312 638 829合計

　　※１　　開催時従事見込数：2034年開催時に審判員・要資格運営員として活動できる県内有資格者数。
　　※２　　原則として、⑨不足数に１.３を乗じた数(１.３倍の安全率は途中で資格取得が困難になった場合の減少数を考慮して設定)

高校野球

ラグビーフットボール

スポーツクライミング

カヌー

アーチェリー

空手道

銃剣道

クレー射撃

なぎなた

ボウリング

ゴルフ

トライアスロン

剣道

ソフトテニス

卓球

軟式野球

相撲

馬術

フェンシング

柔道

ソフトボール

バドミントン

弓道

ライフル射撃

15 自転車

ホッケー

ボクシング

8 バレーボール

9 体操

バスケットボール

レスリング

セーリング

ウエイトリフティング

ハンドボール

ローイング

< 別表１ >

第88回国民スポーツ大会　審判員・要資格運営員養成目標数　総括表

No.
内訳

競技
役員数

資格が必要な競技役員数 県外からの派遣数 養成
目標数

※２競技名

陸上競技

2 水泳

サッカー

テニス
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内訳

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
競技名 (8年前） (7年前） (6年前） (5年前） (4年前） (3年前） (2年前） (1年前）

1 18 16 16 18 17 17 17 17 136
競泳 0 21 15 10 11 1 0 0 58
飛込 0 0 0 0 0 10 10 10 30
水球 9 9 9 9 9 9 9 9 72
AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OW 9 9 8 6 4 1 0 0 37

3 14 14 14 14 19 14 14 14 117

4 19 20 21 21 20 17 14 0 132

5 3 0 0 0 1 2 0 0 6

6 0 2 1 1 1 1 0 0 6

7 0 1 0 0 1 0 0 0 2
バレー 6 5 6 5 7 5 6 5 45
ビーチ

競技 0
新体操 0
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 0

10 11 12 11 12 11 12 11 12 92

11 5 5 2 2 1 1 0 0 16

12 0 0 0 0 6 0 0 0 6

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 6 6 6 6 6 6 4 4 44
トラック 8 8 5 8 6 11 14 14 74
ロード

16 30 22 22 22 22 30 22 21 191

17 20 20 20 20 20 20 20 20 160

18 0 24 24 40 24 16 0 0 128

19 0

20 3 5 2 0 5 0 0 5 20

21 0

22 5 5 5 5 4 4 4 4 36

23 20 0 35 0 35 0 35 0 125

24 31 32 40 32 33 34 38 38 278

25 0

26 1 1 1 1 1 1 1 1 8

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 7 7 7 7 7 7 8 8 58

29 6 15 0 0 0 0 0 0 21

30 2 2 2 2 2 2 2 2 16

31 2 0 0 2 5 1 4 0 14

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 1 0 0 1 0 2

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 1 0 0 2 2 0 0 0 5

36 7 0 6 0 21 0 3 0 37

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 261 278 246 301 222 237 184 1,972

テニス

8 バレーボール

< 別表２ >

ローイング

ホッケー

ボクシング

15 自転車

フェンシング

ハンドボール

ソフトテニス

卓球

軟式野球

弓道

第88回国民スポーツ大会　審判員・要資格運営員養成年次計画　【　資格取得　】

養成(資格取得)年次計画
No. 延養成数

陸上競技

2 水泳

サッカー

バスケットボール

レスリング

セーリング

ウエイトリフティング

ラグビーフットボール

空手道

ゴルフ

相撲

馬術

柔道

合計

ライフル射撃

9 体操

トライアスロン

高校野球

バドミントン

剣道

スポーツクライミング

カヌー

アーチェリー

銃剣道

クレー射撃

なぎなた

ボウリング

ソフトボール
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内訳

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
競技名 (8年前） (7年前） (6年前） (5年前） (4年前） (3年前） (2年前） (1年前）

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
競泳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飛込 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水球 4 4 4 4 4 4 4 4 32
AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 64 64 64 64 64 64 64 64 512

4 10 29 49 70 91 111 128 142 630

5 3 0 0 0 0 0 0 0 3

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレー 18 18 18 18 18 18 18 18 144
ビーチ

競技 0
新体操

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

10 57 63 70 76 63 84 91 97 601

11 2 2 2 4 6 7 8 8 39

12 0 0 0 0 0 0 0 3 3

13 5 5 7 7 2 0 0 0 26

14 15 15 9 7 9 11 10 10 86
トラック 4 4 6 6 6 5 5 4 40
ロード

16 12 10 10 10 12 30 22 22 128

17 20 20 20 20 20 20 20 20 160

18 0 14 0 37 0 61 77 77 266

19 0

20 0 15 0 0 20 0 0 25 60

21 0

22 5 5 5 5 6 6 6 6 44

23 0

24 314 315 317 327 329 332 336 344 2,614

25 0

26 9 10 11 12 13 14 15 16 100

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 17 17 17 17 17 17 17 18 137

29 16 15 23 0 0 0 0 0 54

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 4 5 5 7 12 12 16 16 77

32 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 1 7 1 7 2 8 2 2 30

38 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

580 637 638 698 694 804 839 896 5,786

< 別表３ >
第88回国民スポーツ大会　審判員・要資格運営員養成年次計画 【 資格維持・資質向上 】

No.
養成(資格維持・資質向上)年次計画

延養成数

合計

陸上競技

水泳

サッカー

テニス

ローイング

ホッケー

ボクシング

バレーボール

体操

バスケットボール

レスリング

セーリング

ウエイトリフティング

ハンドボール

自転車

ソフトテニス

卓球

軟式野球

相撲

馬術

スポーツクライミング

カヌー

フェンシング

柔道

ソフトボール

バドミントン

弓道

ボウリング

ゴルフ

トライアスロン

高校野球

2

8

9

15

アーチェリー

空手道

銃剣道

クレー射撃

なぎなた

ライフル射撃

剣道

ラグビーフットボール
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審議事項２ 

第 88 回国民スポーツ大会 競技用具整備基本方針（案）  
  
 
  

第 88 回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）の競技運営に要する器具・
用具（以下「競技用具」という。）については、競技運営に万全を期するととも
に、本県スポーツの普及・振興に資するため、次の方針に基づき計画的に整備す
る。  
  

１ 整備の趣旨  

国民スポーツ大会の正式競技及び特別競技の競技用具の整備にあたっては、

「第 88 回国民スポーツ大会県及び会場地市町村の業務分担・経費負担基本方

針」及び同細目に基づき、県及び競技会場地市町村が行うものとする。  

公開競技及びデモンストレーションスポーツの競技用具の整備は、主管する

競技団体等が行うものとする。  

  

２ 推進体制  

競技用具の整備にあたっては、県と競技会場地市町村が十分協議するととも

に、県競技団体、公益財団法人日本スポーツ協会、中央競技団体等と連携の

上、推進するものとする。  

  

３ 整備方法  

競技用具は、原則として、県、競技会場地市町村、県競技団体等が現有する

ものを活用することとし、現有の競技用具で不足するものについては借用し、

借用困難な場合についてのみ購入するものとする。  

  

４ 配慮が必要な競技用具  

一般の利活用が見込めない競技用具や通常の競技会運営に必要な競技用具の

量及び質を超えて整備しなければならないものについては、他県との共同調達

等を検討するものとする。  

  

５ 保管、利活用等  

購入する競技用具の保管、大会終了後の利活用等については、県及び競技会

場地市町村がそれぞれの責任において行うものとする。 

7


